
- 3 - 

 

 

埼玉県議会令和７年１２月定例会付議予定議案件名表 
 

【議案】 
 

予算 

案件名 概要 

１ 

令和７年度埼玉県一般会計補正予算（第４号） 

 

   

  補正前  ２，２４９，０４０，９２７千円 

  補正額     △２，４０７，６４１千円 

  補正後  ２，２４６，６３３，２８６千円 

  対当初比          １００．７％ 

 

２ 

令和７年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算 

（第１号） 

   

  補正前      ３，８４１，６４８千円 

  補正額              ０千円（債務負担行為等） 

  補正後      ３，８４１，６４８千円 

  対当初比          １００．０％ 

 

３ 

令和７年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算 

（第１号） 

 

  補正前     ９７，２００，９０４千円 

  補正額     △２，４７１，４０４千円 

  補正後     ９４，７２９，５００千円 

  対当初比           ９７．５％ 

 

４ 

令和７年度埼玉県地域整備事業会計補正予算 

（第１号） 

 

  補正前     ２６，６３１，２６５千円 

  補正額       △４３３，４３０千円 

  補正後     ２６，１９７，８３５千円 

  対当初比           ９８．４％ 

 

資料１ 
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案件名 概要 

５ 

令和７年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算 

（第３号） 

   

  補正前    １０１，４５４，５１１千円 

  補正額      ８，３９１，０００千円 

  補正後    １０９，８４５，５１１千円 

  対当初比          １２０．６％ 
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条例 
 

案件名 概要 

１ 

埼玉県手数料条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  政党助成法等の一部改正に伴い、支部報告書等の写しの交付手数料の額を定めるとともに、電磁的記録による少

額領収書等の写しの交付に係る手数料の額を定める等するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 政党助成法等の一部改正に伴う支部報告書等の写しの交付手数料の新設 

  ア 複写機により用紙に複写したもの    １枚につき１０円 

  イ 電磁的記録を光ディスクに複写したもの １枚につき６０円又は８０円 

 

（2） 国会議員関係政治団体に係る少額領収書及び収支報告書等の写しの交付方法の追加 

   電磁的記録を光ディスクに複写したもの   １枚につき６０円又は８０円 

 

（3） 規定の整備 

 

３ 施行期日  

 (1)については令和８年１月１日 

 (2)、(3)については公布の日 

 

２ 

知事の権限に属する事務処理の特例に関する

条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  市町村への権限移譲の推進を図るため、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとし、及び規定

の整備をするための改正 

 

２ 内  容 

（1） 処理する市町村が拡大する事務 ３事務 

 （例）農地転用の許可等 新たに行田市へ移譲 

 

（2） 移譲を行う事務範囲の拡大 １事務 

   林地開発行為者が正当な事由なく当該行為の中止・復旧命令に従わない場合の公表 春日部市他６市へ移譲 

 

（3） 規定の整備 

  

３ 施行期日  

 令和８年４月１日等 
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案件名 概要 

３ 

埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例 

 

【福祉部】 

 

１ 趣  旨  

  幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、幼保連携型認定こ

ども園の運営に関する基準を改定するための改正  

 

２ 内  容   

  虐待等の禁止に係る規定の追加 

 

３ 施行期日  

  公布の日 

 

４ 

児童福祉法施行条例の一部を改正する条例 

 

【福祉部】 

 

１ 趣  旨  

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正を踏まえ、児童福祉施設等に係る運営に関する基準を改

定するための改正 

 

２ 内  容 

  児童福祉施設等における健康診断を行わないことができる規定の追加 

 

３ 施行期日  

  公布の日 
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案件名 概要 

５ 

埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改

正する条例 

 

【産業労働部】 

 

１ 趣  旨 

  新たに埼玉県産業技術総合センターの試験研究機器に係る使用料の額及び依頼試験に係る手数料の額を定め、並

びにこれらの額を改定するとともに、老朽化した試験研究機器に係る使用料及び依頼試験に係る手数料の額の定め

を廃止するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 使用料の額を定める等する試験研究機器（４機器） 

 （例） 

名称 単位 金額 

レーザー加工機 １時間 １，６１０円 

 

（2） 手数料の額を定める等する依頼試験（５試験） 

 （例） 

名称 単位 金額 

エミッション測定システムによる測定 １時間 

７，３１０円 

（１時間増すごとに

５，７６０円を追加） 

 

（3） 試験研究機器に係る使用料（３機器）及び依頼試験に係る手数料（３試験）の廃止 

 

３ 施行期日 

（1)、（2）については令和８年３月１日 

（3）については公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

案件名 概要 

６新 

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例 

 

【産業労働部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 趣  旨  

  カスタマーハラスメントの防止に関し、基本理念等を定めることにより、誰もが安心して働くことができる就業

環境を整備し、事業者が安定した事業活動を継続できる環境を構築するとともに、顧客等の豊かな消費生活及び公

正な取引を促進し、相互に尊重し合える社会の実現を図り、もって持続可能な社会を実現するための条例の制定 

 

２ 内  容 

（1） 事業者、顧客等、事業者団体、就業者及びカスタマーハラスメントの定義を規定 

 （例）カスタマーハラスメント 

   顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超

えたものにより当該就業者の就業環境が害されること 

 

（2） 基本理念を規定 

  ア 社会全体でカスタマーハラスメントの防止を図る 

  イ 何人もカスタマーハラスメントを行ってはならない 

  ウ 顧客等及び就業者が対等の立場において相互に尊重する 

  エ 顧客等の社会通念上許容される範囲の要望の申出等が妨げられることのないように配慮されなければなら 

   ない 

 

（3） 各主体の責務を規定 

  ア 県の責務 

    カスタマーハラスメント防止施策を総合的に実施する 

  イ 顧客等の責務 

  （例）就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努める 

  ウ 事業者の責務 

  （例）相談体制の整備等、就業者の業務の管理上必要な措置を講ずるよう努める 

  エ 事業者団体の責務 

  （例）その構成員である事業者が行う取組への必要な助言、協力その他の支援を行うよう努める 

  オ 就業者の責務 

  （例）事業者が基本方針を作成した場合、当該基本方針を遵守するよう努める 

 

（4） 県の施策等 

   指針の作成及び公表、情報の収集及び提供等の県が実施する施策等を規定 

 

３ 施行期日 

  令和８年７月１日 
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案件名 概要 

７ 

埼玉県都市公園条例の一部を改正する条例 

 

【都市整備部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 趣  旨 

  都市公園の公園施設の利用等に係る料金の額の範囲を変更するとともに、公園施設の設置等の許可に係る使用料

の額を改定する等するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 利用料金等の上限額の改定 

  ア 国際試合や全国規模の大会が開催できる施設 

  （例）  

公園施設の種類 単位 現 行 改正後 

埼玉スタジアム 

２００２ 
１時間 ６１９，４０５円以下 １，２００，０００円以下 

 

  イ ア以外の施設 

  （例）  

公園施設の種類 単位 現 行 改正後 

観覧席を附置する野

球場、サッカー場等 
１時間 ８，９２５円以下 １７，８４０円以下 

 

（2） 設置管理許可に係る使用料の額の改定 

 （例） 

種類 現 行 改正後 

土地（１㎡） ９３５円／月 
路線価又は標準宅地の価格を考慮して知事が別

に定める額に３．５／１０００を乗じて得た額 

 

（3） 指定管理者の管理区域から公園施設の設置管理許可を受けた者の管理区域を除く旨を明文化 

 

３ 施行期日 

（1)、（2）については令和８年４月１日 

（3）については公布の日 
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工事請負契約の締結 

 

 

 

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の締結について（さいたまスーパ

ーアリーナ空間内大規模改修工事（建築・電

気）） 

 

【都市整備部】 

 

 さいたまスーパーアリーナ空間内大規模改修工事（建築・電気）の請負契約を締結することについて、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金     額 ２，２０７，７００，０００円 

  

２ 履 行 期 限 令和９年４月２８日 

 

３ 相 手 方 大成建設株式会社（東京都新宿区） 

 

４ 契 約 方 法 総合評価方式一般競争入札 

  

５ 予 定 価 格 ２，２０９，９００，０００円（落札率９９．９０％） 

 

２ 

工事請負契約の締結について（さいたまスーパ

ーアリーナ空間内大規模改修工事（機械）） 

 

【都市整備部】 

 
 さいたまスーパーアリーナ空間内大規模改修工事（機械）の請負契約を締結することについて、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金     額 １，０７２，５００，０００円 

 

２ 履 行 期 限 令和９年４月２８日 

 

３ 相 手 方 大成設備株式会社（東京都新宿区） 

 

４ 契 約 方 法 総合評価方式一般競争入札 

 

５ 予 定 価 格 １，１６２，７００，０００円（落札率９２．２４％） 
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訴えの提起 

 

  

案件名 概要 

１ 

訴えの提起について 

 

【都市整備部】 

 

 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを提起することについて、地方自治法第９６条第１項第 

１２号の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 事 件 名 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件  

  

２ 相 手 方 県営住宅の家賃を長期にわたり滞納している者（１人）  

  

３ 取 扱 い 請求が認容されないときは上訴する   

            滞納家賃等を完納する旨の申し入れがあり、かつ、その履行が見込まれるときは和解する 

 

２ 

訴えの提起について 

 

【都市整備部】 

 

 県営住宅の明渡し及び損害賠償金請求事件に関して訴えを提起することについて、地方自治法第９６条第１項第 

１２号の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 事 件 名 県営住宅の明渡し及び損害賠償金請求事件  

  

２ 相 手 方 県営住宅を不法に占有している者（２人）  

  

３ 取 扱 い 請求が認容されないときは上訴する   
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事件議決 

案件名 概要 

１ 

当せん金付証票の発売について 

 

【企画財政部】 

 

 公共事業等の費用の財源に充てるため、令和８年度中において発売する全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治

宝くじの発売金額の範囲について、当せん金付証票法第４条第１項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

 令和８年度発売限度額 ４２０億円（前年度 ４２０億円） 

 

 

 

 

 

２ 

指定管理者の指定について（埼玉県平和資料

館） 

 

【県民生活部】 

 

 埼玉県平和資料館の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議

決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 ＮＰＯ法人地域環境緑創造交流協会（埼玉県深谷市） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

３ 

指定管理者の指定について（埼玉県自然学習セ

ンター及び北本自然観察公園） 

 

【環境部】 

 

 埼玉県自然学習センター及び北本自然観察公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 公益財団法人埼玉県生態系保護協会（埼玉県さいたま市） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

４ 

指定管理者の指定について（埼玉県狭山丘陵い

きものふれあいの里センター） 

 

【環境部】 

 

 埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センターの管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 公益財団法人トトロのふるさと基金（埼玉県所沢市） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

５ 

指定管理者の指定について（さいたま緑の森博

物館） 

 

【環境部】 

 

 さいたま緑の森博物館の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ

き議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 石坂産業株式会社（埼玉県入間郡三芳町） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

 

６ 

指定管理者の指定について（埼玉県立嵐山郷） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立嵐山郷の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決

を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県比企郡嵐山町） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

７ 

指定管理者の指定について（埼玉県立児童養護

施設上里学園） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立児童養護施設上里学園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県比企郡嵐山町） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

８ 

指定管理者の指定について（埼玉県立皆光園障

害者歯科診療所） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立皆光園障害者歯科診療所の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県比企郡嵐山町） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

 

９ 

指定管理者の指定について（埼玉県立あさか向

陽園障害者歯科診療所） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立あさか向陽園障害者歯科診療所の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県比企郡嵐山町） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

１０ 

指定管理者の指定について（埼玉県立そうか光

生園障害者歯科診療所） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立そうか光生園障害者歯科診療所の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県比企郡嵐山町） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

１１ 

指定管理者の指定について（埼玉県社会福祉総

合センター） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県社会福祉総合センターの管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会（埼玉県さいたま市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

 

１２ 

指定管理者の指定について（埼玉県伊豆潮風

館） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県伊豆潮風館の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議

決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 株式会社馬渕商事（東京都目黒区） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

１３ 

指定管理者の指定について（埼玉県立熊谷点字

図書館） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立熊谷点字図書館の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基

づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県ブルーバードホーム（埼玉県熊谷市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

１４ 

指定管理者の指定について（埼玉県障害者交流

センター） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県障害者交流センターの管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県比企郡嵐山町） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

  
１５ 

指定管理者の指定について（埼玉県立精神保健

福祉センター） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立精神保健福祉センターの管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会（埼玉県川口市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

１６ 

指定管理者の指定について（埼玉県東部地域振

興ふれあい拠点施設） 

 

【産業労働部】 

 

 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 埼玉ふれあい拠点運営共同事業体 

        代表者 株式会社コンベンションリンケージ（東京都千代田区） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

１７ 

指定管理者の指定について（埼玉県農林公園） 

 

【農林部】 

 

 埼玉県農林公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決

を求めるもの 

 

１ 指定管理者 公益社団法人埼玉県農林公社（埼玉県行田市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

 

１８ 

指定管理者の指定について（埼玉県県民の森） 

 

【農林部】 

 

 埼玉県県民の森の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決

を求めるもの 

 

１ 指定管理者 特定非営利活動法人Ｎａｔｕｒｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ（埼玉県坂戸市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

１９ 

指定管理者の指定について（戸田公園） 

 

【都市整備部】 

 

 戸田公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決を求め

るもの 

 

１ 指定管理者 公益財団法人埼玉県公園緑地協会（埼玉県さいたま市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

  
 

２０ 

指定管理者の指定について（吉見総合運動公

園） 

 

【都市整備部】 

 

 吉見総合運動公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議

決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 吉見総合運動公園マネジメントネットワーク 

        代表者 公益財団法人埼玉県公園緑地協会（埼玉県さいたま市） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

  
２１ 

指定管理者の指定について（荒川大麻生公園） 

 

【都市整備部】 

 

 荒川大麻生公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決

を求めるもの 

 

１ 指定管理者 埼玉県生態系保護協会・花園グリーンサービス共同体 

        代表者 公益財団法人埼玉県生態系保護協会（埼玉県さいたま市） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

  



- 19 - 

 

案件名 概要 

２２ 

指定管理者の指定について（和光樹林公園及び

新座緑道） 

 

【都市整備部】 

 

 和光樹林公園及び新座緑道の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 和光樹林公園パートナーズ 

        代表者 西武緑化管理株式会社（埼玉県所沢市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

２３ 

指定管理者の指定について（狭山稲荷山公園） 

 

【都市整備部】 

 

 狭山稲荷山公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決

を求めるもの 

 

１ 指定管理者 狭山稲荷山公園パートナーズ 

        代表者 西武緑化管理株式会社（埼玉県所沢市） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

２４ 

指定管理者の指定について（まつぶし緑の丘公

園） 

 

【都市整備部】 

 

 まつぶし緑の丘公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき

議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 北葛飾郡松伏町 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

２５ 

指定管理者の指定について（権現堂公園） 

 

【都市整備部】 

 

 権現堂公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決を求

めるもの 

 

１ 指定管理者 権現堂公園管理事務所 

        代表者 特定非営利活動法人幸手権現堂桜堤保存会（埼玉県幸手市） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

２６ 

指定管理者の指定について（越谷公園） 

 

【都市整備部】 

 

 越谷公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決を求め

るもの 

 

１ 指定管理者 越谷公園マネジメントネットワーク 

        代表者 公益財団法人埼玉県公園緑地協会（埼玉県さいたま市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

２７ 

指定管理者の指定について（特別県営住宅） 

 

【都市整備部】 

 

 特別県営住宅の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決を

求めるもの 

 

１ 指定管理者 埼玉県住宅供給公社（埼玉県さいたま市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 随意 
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案件名 概要 

２８ 

指定管理者の指定について（特定公共賃貸住

宅） 

 

【都市整備部】 

 

 特定公共賃貸住宅の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議

決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 埼玉県住宅供給公社（埼玉県さいたま市） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 随意 

 

 

 

２９ 

指定管理者の指定について（埼玉県立長瀞げん

きプラザ） 

 

【教育局】 

 

 埼玉県立長瀞げんきプラザの管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 株式会社サンアメニティ（東京都北区） 

         

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

 

 

３０ 

指定管理者の指定について（埼玉県立小川げん

きプラザ） 

 

【教育局】 

 

 埼玉県立小川げんきプラザの管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 オーエンス・アイルグループ 

        代表者 株式会社オーエンス（東京都中央区） 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

３１ 

審査請求に関する諮問について 

 

【総務部】 

 

 埼玉県教育委員会が行った退職手当支給制限処分について、地方自治法第２０６条第１項の規定に基づき審査請求

があったので、同条第２項の規定により諮問するもの 

  

１ 審査請求年月日 令和２年１２月２８日 

 

２ 審査請求の趣旨 埼玉県教育委員会が令和２年１１月１９日付けで審査請求人に行った退職手当支給制限処分 

         の取消しを求める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３２ 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構第２期中

期目標を定めることについて 

 

【保健医療部】 

 

 地方独立行政法人埼玉県立病院機構が達成すべき中期目標を定め、法人に指示するにあたり、あらかじめ議決を求

めるもの 

  

１ 根拠法令 地方独立行政法人法第２５条第１項及び第３項 

  

２ 内  容  

（1） 目標の期間   

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（2） 記載事項  

   ア 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

   イ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

   ウ 財務内容の改善に関する事項 

   エ その他業務運営に関する重要事項 

 

（3） そ の 他  

   法人は知事から指示された中期目標に基づき中期計画を作成し、知事の認可を受ける 
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案件名 概要 

３３ 

市野川流域下水道の維持管理に要する経費の

関係３町の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 市野川流域下水道の維持管理に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めるため、下水道法第３１条の２

第２項の規定に基づき議決を求めるもの    

  

１ 関 係 町 滑川町ほか２町 

  

２ 負 担 額 各町の排水汚水量に１．０立方メートル当たり１０５円を乗じて得た額 
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【報告】 
地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告   

 

 

案件名 概要 

１ 

知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

 

【都市整備部】 

 

 建築基準法施行令の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処

分したことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

  

１ 専決処分年月日 令和７年１０月２４日 

 

２ 専決処分理由 建築基準法施行令の一部改正に伴い、規定の整備をするため 

    

３ 改 正 内 容 規定の整備 

 

４ 施 行 期 日 令和７年１１月１日 

２ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【保健医療部】 

 

 公務員の職務に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したこと

について、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

  

１ 専決処分年月日 令和７年１０月２９日 

 

２ 専決処分理由 公務員の職務に係る損害賠償額の決定のため 

    

３ 相 手 方 損害が生じた者（１名） 

 

４ 事 案 の 概 要 県が実施した令和４年度埼玉県毒物劇物取扱者試験において、県職員が作成した試験問題 

         の正答に誤りがあり、これに基づいて採点したことにより相手方を不合格と決定した結果、 

         翌年度の試験を受験する必要を生じさせ、不要な書籍費用等の損害を与えたもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 １０３，４８２円 
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年次報告  

 
 

 
 

案件名 概要 

１ 

環境の状況に関する年次報告 

 

【環境部】 

 

 

 

 

 

  

 令和６年度における環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策について、埼玉県環境基本条例

第８条の規定に基づき議会に報告するもの 




